
平成２９年３月２８日 

行政改革研究会の概要 

１ 趣旨 
 
 ・地方公共団体は、厳しい財政状況下において、人口減少・高齢化の進行、行政需要の

多様化などの社会経済情勢の変化に適切に対応し、引き続き質の高い公共サービスを
効率的・効果的に提供する必要がある。 

 ・これまでの行政改革や定員適正化への取組から職員数が減少している中で、県内各市
町村が、持続可能な行政サービス提供体制を維持するためには、民間委託の推進、指
定管理者制度の導入、窓口業務改革などの更なる業務改革に取り組むとともに、市町
村間の連携などあらゆる手法を検討する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 行政改革研究会の組織と仕組み 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（①研究テーマ提案） 

（①設置） 

県・市町村担当者 
※研究テーマ毎に決定 

ア)研究テーマの選定 
イ)部会設置の決定 ウ)研究成果の公表 

・市町村行政改革担当課長（１０団体） 
・市長会、町村会 ・県市町村課長 

県市町村課 
 
ア)提案された研究テーマの取りまとめ 
イ)部会の設置案を研究会に報告 
ウ)研究結果の取りまとめ 

 
(例１)民間委託の推進 
・事務委託・PPP／PFI の活用 
・指定管理者制度の導入 

 
(例２)広域連携の推進 
・自治体クラウド 
・施設の相互利用 
・共同処理 

 
(例３)・・・ 

（④提案・公表） 
（⑤実現への支援） 

市町村 

 
課題の解決に向けた研究 

 
行政運営の効率化や最適化を実現するため、県内各市町村に共通する行政課題の
解決に向けた研究・検討を行う「行政改革研究会」を設置する。 

行政改革研究会 

構成 事務局 

役割 

研究部会 

構成 
役割 

部会 A 部会Ｂ 部会Ｃ

（②部会設置） （③検討結果報告） 

資料１ 


